
　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）交付額

　【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策

　　　　　に要する経費（一般財源）

        （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

①社会福祉費 1,510,926 511,775 384,916 25,000 45,071 544,164 47,152

②老人福祉費 1,645,968 30,575 142,091 20,000 53,892 1,399,410 121,261

③児童福祉費 1,917,012 869,454 323,118 9,500 118,743 596,197 51,661

④生活保護費 303,390 270,982 3,675 0 295 28,438 2,464

小　計 5,377,296 1,682,786 853,800 54,500 218,001 2,568,209 222,538

衛生費 ⑤保健衛生費 1,097,727 31,550 22,549 12,200 65,118 966,310 83,732

6,475,023 1,714,336 876,349 66,700 283,119 3,534,519 306,270

①社会福祉費では、重度心身障がい者医療費助成事業、自立支援給付事業、国民健康保険事業繰出金の事業を実施しています。

②老人福祉費では、老人保護措置経費、地域介護・福祉空間整備事業、介護保険事業繰出金の事業を実施しています。

③児童福祉費では、子ども医療費助成事業、児童手当・児童扶養手当、私立保育園経費等の事業を実施しています。

④生活保護費では、生活保護扶助費、就労自立給付金事業等の事業を実施しています。

⑤保健衛生費では、各種健診事業、予防接種事業、母子保健事業等の事業を実施しています。

民生費

合　計

上天草市一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ、令和元年10月1日より8％から10％（標準税率）へ引き上げられたことに伴
い、消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和２年度上天草市普通会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

306,270千円

3,534,519千円

区分 目的別
令和２年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

参 考
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